
 

 

 

 

 

8.廃棄物/リサイクル対応 
 
Q8-1︓ロックウール廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律によると、どの区分に該当しますか︖ 
A︓ ロックウール廃棄物は「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当します。 
 
 
 
Q8-2︓廃棄物として発⽣したロックウールは、どのように処理したらよいですか︖ 
A︓ 廃棄物として発⽣したロックウールは、産業廃棄物として適切に処理することが必要です。 

処理⽅法としては、主に中間処理や最終処分（埋⽴て）などがありますが、都道府県知事の許可を受けた 
廃棄物処理業者に委託し、不法投棄などないように処理することが必要です。 
なお、リサイクルする場合は Q24 をご参照ください。 

 
 
 
Q8-3︓ロックウールを⼟壌に埋め⽴てた場合、重⾦属等が溶出してきませんか︖ 
A︓ ロックウールは、化学的に処理しない限り、安定な物質です。 

⼟壌に埋め⽴てた場合でも重⾦属等の溶出はありません。 
参考にロックウール⼯業会で、公的機関に分析を依頼した結果を下記に⽰します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Q8-4︓ロックウール廃棄物のリサイクルを依頼したいのですが、どのようにすればよいのですか︖ 
A︓ リサイクルを依頼する場合、依頼する⽅々(企業)が排出事業者となり、 

「中間処理業者」か、「広域認定」を受けている企業に依頼することが必要です。 
この場合、主に以下のようなことが必要となります。 
なお、詳細については許可⼜は認定を受けている企業にお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このシステムでは、会員各社の再⽣利⽤⼯場に搬⼊された廃棄物は、 
原料として再⽣利⽤(マテリアルリサイクル)することが義務付けられており、良好なリサイクル作業を推進するた

めには、 
作業現場において、リサイクルできる物とできない物に分別することが重要なポイントとなります。 
外被の付着している製品は原則としてはがし、ロックウールと分別することが必要です。 
分別された外被は、それぞれの該当廃棄物区分にしたがって適切に処分することになります。 

 
下記にその⼀例を⽰しますのでご参考にしてください。 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

なお、実施に際してのリサイクル条件等については、会員各社にお問い合わせください。 
 

会社名 取得番号 取得年⽉⽇ 
ニチアス(株) 認定 第 63  号 2005(H17).04.20 
⼤建⼯業(株) 認定 第 94  号 2006(H18).06.29 
太平洋マテリアル(株) 認定 第 108 号 2007(H19).05.14 
JFE ロックファイバー(株) 認定 第 180 号 2010(H22).01.08 

 
 

https://www.nichias.co.jp/
https://www.daiken.jp/
https://www.taiheiyo-m.co.jp/
https://www.jfe-rockfiber.co.jp/

